
 

 

 

 

「“やってみよう”人生会議」のリーフレット作成！ 

包括連携協定を締結している保険会社とともに啓発を行います 

 

この度、県では、人生会議（ACP）について、広く県民へ周知するため、リーフ

レットを作成しました。包括連携協定を締結している保険会社協力のもと啓発を

行います。 

 

◆人生会議とは 

もしもの時のために、本人が望む医療やケアについて前もって考え、家族等や

医療・ケアチームと繰り返し話し合い共有する取組。本人だけでなく家族も含め

た幅広い年齢層の理解や取組が必要。 

 

◆啓発方法 

包括連携協定を締結している保険会社による保険契約者等へのリーフレットの

配布 

 

◆包括連携協定締結 保険会社 

(１）損害保険ジャパン株式会社     平成 30 年 3 月 26 日 締結 

(２）三井住友海上火災保険株式会社   平成 30 年 3 月 26 日 締結 

(３）東京海上日動火災保険株式会社  平成 30 年 3 月 26 日 締結 

(４）日本生命保険相互会社      令和 5 年 5 月 10 日  締結 

(５）明治安田生命保険相互会社    令和 5 年 10 月 27 日 締結 

 

【参考】 

和歌山県では、「人生の最終段階における医療の意思決定に係る和歌山県の方

針」を策定し、人生の最終段階における医療について、あらかじめ患者及び家族

等で話し合うことや意思決定の重要性を県民に普及・啓発しています。 
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